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高松琴平電気鉄道株式会社に対する改善指示について 

 

 

令和５年４月１１日に長尾線上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状

態で列車が踏切内に進入した事象（以下「踏切無遮断」という。）の発生を受け、高松琴

平電気鉄道株式会社に対して、同年４月１３日、１４日及び２６日に保安監査を実施し

た結果、同種事象の再発防止ための対策を講ずるよう指示したところですが、これに対

する再発防止の検討を進めていたにもかかわらず、令和５年７月１３日に琴平線下所川

第一踏切道で、同年８月１９日に琴平線円座踏切道で同種事象を発生させたことから、

令和５年８月２３日、２４日及び２５日に保安監査を実施しました。 

その結果、改善を要する事項が認められたことから、１２月１９日付けで所要の措置

を講ずるよう［添付書類］のとおり指示しました。 

 

［添付書類］ 

保安監査の結果について（写） 

 

 

※今回の監査は、平成２７年以降に発生した踏切無遮断全般を対象とし、その再発防止

対策について、課題や手順の不備の有無等を確認した結果、平成３０年８月１４日に

発生した志度線今橋踏切道における踏切無遮断の再発防止対策の未実施について、改

善指示を行うものです。 

 

※８月１９日に発生した円座踏切道における踏切無遮断の原因と再発防止対策につい

ては、本指示事項に対する改善報告と合わせて報告するよう指示しています。 
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四運 鉄 監第 11号
令不日5年 12月 19日

高松琴平電気鉄道株式会社

代表取締役社長 植田 俊也 殿

国土交通省

四国運輸局長 石原

保安聯杏の結果について

令和5年 4月 11日 に長尾線上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で

列車が踏切内に進入した事象 (以下「踏切無遮断」という。)の発生を受け、貴社に対して、

同年4月 13日、14日及び26日 に保安聯杏を実施した結果、同種事象の再発防止ための対

策を講ずるよう指示したところである。

これに対する再発防止の検討を逢めてぃたにもかかわらず、令和 5年 7月 13日 に琴平線

下所川第一踏切道で、同年 8月 19日 に琴平線円座踏切道で同種事象を発生させた。

これを受けて、貴社に対して、令不日5年 8月 23日 、24日 及び25日 に保安監査を実施し

たところ、下記のとおり過去に発生させたνttkヒ刀無遮断の対策に関し、改善を要する事項が認め

られたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。

改善措置を講ずるにあたつては、当該事項に係る業務の実施方法(実施状況、管理方法等の

妥当!l生について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原医lを究明したうえ

で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できる

よう留意すること。

なお、講じた措置については、令不日6年 1月 31日 までに報告されたい。

記

1 .令和2年度に保安監査を実施し、令和3年 3月 31日付け四運鉄監第22号「保安昨杏の

結果について」で改善措置を講ずるよう指示したところ、令和3年 6月 30日 付け高琴鉄技

電発第14号 「保安監査結果の改善指示事項に対する措置について (報告)」 において、踏

切保安設備の検査は、運転保安設備実施基準第72条に基づく別表「信号通信設備検査方法」

に加え、新たに作成した「踏切点検マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき実

施するとしていたが、踏切無遮断の再発防止対策であり、マニュアルの一部である「遮断得

最大上昇時の回路制御器煮検方法」を実施していなからたことを確認した。



また、マニュアルに関する教育・訓練については、マニュアル作成時の臨時教育 1回のみ

の実施であり、その後、定期的な教育・訓練が実施されていなかつた手とを確認した。

よつて、現時ッ煮で未実施の検査がある場合には速や力斗こ実施するとともに、検査に関する

教育・訓練の実施方法についても検討し、適切な検査を今後も継続的に実施するための体制

を構築すること。

2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できなし
,Ⅲ場合や、再び違反行為があつた場

合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。

(1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項 (行政手続法第35条第 2項第1〕

鉄道事業法第23条

(2)上記の条項に規定する要件 (行政手続法第35条第2項第2号)

鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻

害している事実があると認められること。

(3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由 (行政手続法第35条第2項第3号 )

輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第

上項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。

以上


